
空き家がチャンスに変わる！

参加者募集！

潟と大河と日本海、水の恵みに育まれ、人と人とがつながり、心豊かに支え合い、発展するまち潟と大河と日本海、水の恵みに育まれ、人と人とがつながり、心豊かに支え合い、発展するまち
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民生委員・児童委員とは民生委員を
知っていますか？
民生委員を
知っていますか？

あなたのまちの
身近な相談役

　５月12日は「民生委員・児童委員の日」です。民生委員・児童委員は、
地域で暮らす皆さんの身近な相談相手として、

日々の生活の中で寄り添いながら、
必要な支援につなぐ役割を担っています。

今回は、その活動内容を紹介します。

地域の民生委員を知りたいときや、民生委員の活動に協力したいときは、問い合わせてください。  問い合わせ  健康福祉課保護グループ（☎387-1315）

　民生委員・児童委員は、民生委員法や
児童福祉法により厚生労働大臣から委嘱
された無報酬のボランティアです。
　各地域を暮らしやすいまちにするために、さまざまな活動を行ったり、
暮らしに関する相談を受けたりしています。
　民生委員法により守秘義務が課されているので、相談内容の秘密を守
り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行うので、安
心して相談できます。

北区には107人の
民生委員・児童委員が

います

電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。本文中の申問などのマークは３面おしらせ版と同様です。
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事前講演会
第１回　Ä５月16日（土）15時～
　　　　ÅCROSS HARBOR
第２回　Ä６月６日（土）15時～
　　　　Å北地区コミュニティセンター

オリエンテーション
Ä６月29日（月）※オンライン開催

カレッジ本番（２日間）
Ä７月11日（土）～12日（日）
ÅKAMINOI BASE

公開プレゼンテーション
Ä７月12日（日）17時～
Å北地区コミュニティセンター

フォローアップ
Ä７月25日（土）
ÅKAMINOI BASE 昨年の様子

　松浜地区で、空き家や空き店舗を活用し、新しいチャレンジを生み出す
「第４回松浜エリアリノベーションカレッジ」を開催します。
　実在する物件をテーマに、チームで事業プランを考え、最終日には不動
産オーナーへプレゼンテーションを行う実践型プログラムです。

■定　　員　10名程度
■参 加 費　一般　10,000円　学生　5,000円
　※食事代などの実費に充当します
■申し込み
　4月24日（金）より受付開始
　（申し込み後に審査あり）
問い合わせ　産業振興課商工・観光グループ
　　　　　　（☎387-1356）

　　 濁川地区で活動する民生委員の佐藤さんにお話を伺いました
　「民生委員として活動を始めて27年。45歳のときに前任者から引き継ぎました。
　現在は、月１回の友愛訪問で一人暮らしの高齢者宅を訪ね、安否確認や声かけを行っています。相談があれば、行政や関係機関へつなぐ“橋
渡し役”として対応しています。また、児童委員として学校を訪れ、こどもたちの見守りも行っています。
　５月の強化月間には、訪問や見守り活動を強化し、「にっこり食堂」（こども食堂）では、シルバーデーを実施し、高齢者の方への食事提供を
予定しています。
　地域のことを知り、役に立てていると感じる瞬間にやりがいを感じています。私たちは特別な存在ではなく、地域の一員として人と人をつ
なぐ役割を担っています。ささいなことでもお気軽にご相談ください。」

●一人暮らしの高齢者の見守りや
　安否確認
●子育て世帯や家庭の悩みの相談対応
●生活や健康に関する不安の聞き取り
●必要に応じて行政や専門機関への橋渡し
●地域行事への参加や、住民同士の
　つながりづくり

「特別なときだけ」ではなく、
日常の中での声かけや見守りを大切にしています。

・地域包括支援センターなどを紹介
・行政や保健センターなどの相談機関へつなぐ
・生活保護などの利用について、区役所窓口を紹介

  ふだんはこんな活動をしています こんな相談があります
福祉に

関すること
家族の介護

福祉サービスの
紹介など

子育てに
関すること
子育ての
悩みなど

生活・健康に
関すること
生活の不安や悩み
健康・医療など

事前講演会、公開プレゼ
ンテーションはどなたで
も参加可能です。
事業の詳細、
申し込みは
こちら ▼

北区民生委員・児童委員協議会北区民生委員・児童委員協議会
佐藤会長佐藤会長

地域に寄り添い、地域に寄り添い、
つなぐ民生委員つなぐ民生委員


